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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．平成１８年改正法の概要（５） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

侵害行為への「輸出」の追加 

１ 侵害行為に「模倣品の輸出」が追加される。模倣品の国際的な流通を防止するた

めである。 

  改正前においては、「輸出」は侵害行為として規定されていないため、侵害行為

に当たる製造や譲渡等の段階で捕捉することができればよいが、こうした侵害行為

が秘密裏に行われた場合は、侵害物品が輸出される段階で発見されても差止め等を

行うことができず、侵害行為を看過する事態となっていた。 

  また、侵害物品が輸出国から日本において積み替えられ、第三国へ輸出されるよ

うな新たな手口も発生しているが、このような脱法行為に対し、侵害物品の通過を

水際で取り締まることの必要性もある。 

 

２ 侵害行為への輸出の追加 

 このため、「輸出」を、発明の実施行為である「譲渡等」や「輸入」等と同列に考

え、特許法 2 条 3 項の実施行為に「輸出」を追加した。この結果、「輸出」を直接

的に侵害行為として禁止することが可能となる。 

なお、特許法 101 条第 1号、第 2号の間接侵害品の輸出は侵害とみなされる行為と

はならない。 

 

みなし侵害行為への「譲渡等を目的とした所持」、「輸出を目的とする所持」の追加 

１ 譲渡等を目的として模倣品を所持する行為が侵害行為に追加される。模倣品を効

果的に取り締まるためである。 

  改正前は、侵害行為に、「譲渡等を目的とする所持」は規定されていなかったた

め、特許権者が、侵害物品を所持する者に対して、差止請求を行うためには、侵害

行為である譲渡の事実又はその客観的なおそれがある事実を立証する必要があっ

た。侵害物品が特定箇所で集積されていれば、侵害のおそれがあると云える場合が



 

多いであろうが、必ずしもそう云えない場合もある。 

 

２ 侵害行為への「譲渡等を目的とする所持」の追加 

 特許権侵害行為は、侵害物品を市場において広く販売するため、計画的、組織的な

準備行為（特定場所への集積など）がなされる場合が多い。権利者にとっては、侵

害物品の販売行為が最も被害を受ける侵害行為であるが、これを事前に差し止める

方が被害を大きくしないために有効である。 

 そこで、特許保護の実効性を担保するため、市場において広く譲渡される前段階で

ある所持行為、すなわち、「譲渡等を目的とした所持」を侵害行為として追加した

ものである。 

 

３ 所持は譲渡目的に限られる 

 所持行為は、「譲渡等（譲渡及び貸渡し）」を目的とするものに限られる。特許権の

効力の実効性を確保するためには、侵害物品が拡散して、その後の侵害防止が困難

な譲渡等に限っても充分だからである。したがって、譲渡等を目的としない単なる

所持は対象外である。なお、発明の実施行為に追加された「輸出」に関しても、同

様の趣旨で、輸出を目的とする所持侵害とみなす行為とされている。 

 

４ 「侵害とみなす行為」への「輸出を目的とする所持」の追加 

 特許法 101 条の「侵害とみなす行為」に輸出の前段階である侵害物品の「輸出を目

的とした所持」が追加されている。侵害物品の「譲渡等を目的とした所持」の追加

とあわせて、特許権の効力の実効性を確保するためである。なお、上記侵害物品に

特許法 101 条第 1号、第 2号の間接侵害品は含まれない。 

 

５ 侵害行為の位置づけ 

 侵害物品の所持という行為は、あくまで譲渡等の前段階として、未だ外部的に発現

していない行為であり、直接的な侵害行為である譲渡等の予備的行為と位置づけら

れることから、間接侵害（みなし侵害）として位置づけている。 
 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

２．平成１８年改正法の概要（６） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

刑事罰の強化 

１ 新たな技術的思想を取り入れた高付加価値製品の重要性が高まる中で、特許権侵

害における損害賠償額は、他の知的財産権法と比して高額化している。 

 このような状況のなかで、特許権・実用新案権侵害に対する抑止効果を高めるため、

刑事罰が厳格化された。 

 

２ 改正法による刑罰は以下のとおりである。 

〇 特許権、意匠権及び商標権の侵害罪並びに営業秘密侵害罪について、懲役刑の上



 

限を１０年、罰金刑の上限が１，０００万円に引き上げられた。また、実用新案

権侵害罪及び商品形態模倣行為罪についても、侵害に対する刑事罰が強化され、

懲役刑の上限が５年、罰金刑の上限が５００万円に引き上げられた。 

〇 産業財産権のみなし侵害罪（侵害の予備的行為等）について、懲役刑の上限が５

年、罰金刑の上限が５００万円に揃えられた。 

〇 産業財産権の侵害罪について、懲役刑と罰金刑の併科を可能とされた。 

〇 産業財産権法、不正競争防止法（一部）等に違反する行為について、法人への罰

金刑（法人重課）の上限が３億円とされた。 

 

 

罰則行為 量刑（懲役・罰金）の上限 併科 法人重課(罰金の上限) 

第 196 条 

(直接侵害) 
10年･1千万円 

特許法 
特許権侵害 第 196 条の 2 

(間接侵害) 
 5年･500万円 

〇 

第 201 条 

直接侵害 

間接侵害 
３億円 

実用新案法 
実用新案権

侵害 

第 56 条 

直接侵害 

間接侵害 

 5年･500万円 〇 
第 61 条 

直接侵害 

間接侵害 

３億円 

第 69 条 

(直接侵害) 
10年･1千万円 

意匠法 
意匠権侵害 第 69 条の 2 

(間接侵害) 
 5年･500万円 

〇 

第 74 条 

直接侵害 

間接侵害 
３億円 

第 78 条 

(直接侵害) 
10年･1千万円 

商標法 
商標権侵害 第 78 条の 2 

(間接侵害) 
 5年･500万円 

〇 

第 82 条 

直接侵害 

間接侵害 
３億円 

 
 


